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川崎都市計画高度地区ただし書第２項第４号の規定に基づく許可の基準 

新旧対照表

改正案 現 行 備考 
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ 
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第１２条 計画建築物の各部分の高さ ４ 
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第１６条 建築物による日影時間 ‥１０ 

第１７条 北側斜線制限 ‥‥‥‥‥１１

第１８条 天空視界の遮蔽量の算定 １１

第１９条 駐車場及び駐輪場の設置 １１

第２０条 備蓄倉庫部分の設置 ‥‥１１ 

第２１条 防災対応トイレ設置 ‥‥１２ 

第２２条 自己日照時間 ‥‥‥‥‥１２ 

第２３条 建築物に係る環境への負荷の低

減       ‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３

第２４条 建築計画の敷地が地域又は地区

の内外にわたる場合等の措置 ‥‥‥１３
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第１１条 計画建築物の配置 ‥‥‥ ３ 

第１２条 計画建築物の各部分の高さ ４ 

第１３条 計画建築物の高さの最高限度 
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第１４条 計画建築物の壁面の長さ ‥５ 

第１５条 公開空地 ‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

第１６条 建築物による日影時間 ‥１０ 

第１７条 北側斜線制限 ‥‥‥‥‥１０ 

第１８条 天空視界の遮蔽量    １０ 

第１９条 駐車場及び駐輪場の設置 １０ 
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（新設）                

第２０条 自己日照時間 ‥‥‥‥‥１１ 

第２１条 建築物に係る環境への負荷の低

減       ‥‥‥‥‥‥‥‥‥１１ 

第２２条 建築計画の敷地が地域又は地区

の内外にわたる場合等の措置 ‥‥‥１１ 
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第２５条 一団地及び連担建築物設計制度

の認定を併用する場合の措置 ‥‥‥１３

附則 

●参考資料

参考資料１ 許可手続きフロー図 ‥１５ 

参考資料２ 天空視界の遮蔽量の算定 ‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥１６ 

●別記様式  

第１号様式 市街地環境維持基準チェック

リスト  ‥‥‥‥‥‥１７ 

第２号様式 公開空地標示板  ‥‥１８ 

第３号様式 公開空地維持管理責任者選任

届・誓約書 ‥‥‥‥‥‥１９

第４号様式 公開空地管理報告書  ‥２０

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この基準は、川崎都市計画高度地区

（昭和４８年川崎市告示第１４１号。以下 

「高度地区」という。）ただし書第２項第

４号の規定に基づく許可基準を定め、敷地

内に日常一般に開放する空地（以下「公開

空地」という。）を確保し、かつ、良好な

街並み及び都市景観の形成又は維持・保全

を図ることにより、良好な市街地環境の確

保及び整備改善を図ることを目的とする。

（手続き） 

第２条 高度地区ただし書第２項第４号の

規定は、計画建築物の周囲を公開空地と

し、周辺住民への憩いの場の提供により、

市街地の環境の整備改善に資すると認め

られる場合に適用される。よって、次の各

号に適合する計画に対して許可申請受付

手続を行うこととする。（参考資料１ 許

（新設）                

附則 

●別記    

別記  １ 許可手続きフロー図 ‥１４ 

別記  ２ 住宅市街地を形成する地区計画

一覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５ 

別記  ３ 天空視界の遮蔽量の算定 ‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７ 

●別記様式  

第１号様式 市街地環境維持基準チェック

リスト  ‥‥‥‥‥‥１８ 

第２号様式 公開空地表示板  ‥‥１９ 

第３号様式 公開空地維持管理責任者選任

届・誓約書 ‥‥‥‥‥‥２０

第４号様式 公開空地管理報告書  ‥２１

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この基準は、川崎都市計画高度地区

（昭和４８年川崎市告示第１４１号。以下 

「高度地区」という。）ただし書第２項第

４号の規定に基づく許可基準を定め、敷地

内に日常一般に開放する空地（以下「公開

空地」という。）を確保し、かつ、良好な

街並み及び都市景観の形成又は維持・保全

を図ることにより、良好な市街地環境の確

保及び整備改善を図ることを目的とする。

（手続き） 

第２条 高度地区ただし書第２項第４号の

規定は、計画建築物の周囲を公開空地と

し、周辺住民への憩いの場の提供により、

市街地の環境の  改善に資すると認め

られる場合に適用される。よって、次の各

号に適合する計画に対して許可申請受付

手続を行うこととする。（別記  １ 許
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可手続きフロー図参照） 

(１) 計画建築物の敷地周辺の地域特性

を複合的に考慮し、本市の都市計画に

関する基本的な方針（都市計画マスタ

ープラン）に即するとともに、第２章

第１節に規定する「市街地の環境維持

のための基準」を本市の都市計画の観

点から、また、農業振興、工業振興、

港湾振興等の多角的な観点から、「市長

が支障がないと認め」られるかを関係

課と協議のうえ、適合と判断するもの。

ただし、敷地の周囲の土地の利用状況、

都市の施設の整備状況、市の施策上等

から本基準を適用することが必ずしも

適切でないと認められる場合において

は、この限りでない。 

(２) 前号に適合した計画で、第２章第２

節に規定する「公開空地等による基準」

に適合するもの。 

（用語の意義） 

第３条 この基準で使用する用語の意義は、

建築基準法（昭和２５年法律第 ２０１号。

以下「法」という。）及び建築基準法施行

令（昭和２５年政令第 ３３８号。以下「令」

という。）で規定する用語の例によるほか、

それぞれ次に定めるところによる。 

(１) 基準建蔽率 法第５３条第１項、第

２項、第３項、第５項及び第６項に

規定する建蔽率をいう。 

(２) 絶対空地率 計画敷地内の空地面

積の敷地面積に対する割合をいう。 

(３) 有効公開空地率 第１５条第１項

の規定による公開空地の面積に同条

第２項に掲げる有効係数を乗じて得

た数値の敷地面積に対する割合をい

う。 

(４) 北側斜線 高度地区に定める建築

物の高さの最高限度のうち、前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線

可手続きフロー図参照） 

(１) 計画建築物の敷地周辺の地域特性

を複合的に考慮し、本市の都市計画に

関する基本的な方針（都市計画マスタ

ープラン）に即するとともに、第２章

第１節に規定する「市街地の環境維持

のための基準」を本市の都市計画の観

点から、また、農業振興、工業振興、

港湾振興等の多角的な観点から、「市長

が支障がないと認め」られるかを関係

課と協議のうえ、適合と判断するもの。

ただし、敷地の周囲の土地の利用状況、

都市の施設の整備状況、市の施策上等

から本基準を適用することが必ずしも

適切でないと認められる場合において

は、この限りでない。 

(２) 前号に適合した計画で、第２章第２

節に規定する「公開空地等による基準」

に適合するもの。 

（用語の意義） 

第３条 この基準で使用する用語の意義は、

建築基準法（昭和２５年法律第 ２０１号。

以下「法」という。）及び建築基準法施行

令（昭和２５年政令第 ３３８号。以下「令」

という。）で規定する用語の例によるほか、

それぞれ次に定めるところによる。 

(１) 絶対空地率 計画敷地内の空地面

積の敷地面積に対する割合をいう。 

(２) 有効公開空地率 第１５条第１項

の規定による公開空地の面積に同条

第２項に掲げる有効係数を乗じて得

た数値の敷地面積に対する割合をい

う。 

(３) 北側斜線 高度地区に定める建築

物の高さの最高限度のうち、前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線
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までの真北方向の水平距離により規

定される建築物の各部分の高さの限

度をいう。 

（５）備蓄倉庫部分 専ら防災のために設

ける備蓄倉庫の用途に供する部分を

いう。

第２章 許可基準 

第１節 市街地の環境維持のための基準 

（周辺環境との調和度の評価） 

第４条 まちづくりの観点から建築計画に

ついて、当該地区に相応しい計画かの評価

を次の各号により行い、合計点数が配点７

０点のうち６０点以上とすること。ただ

し、５０点以上６０点未満については、総

合判断により加点可能とする。 

(１) 「都市計画に関する基本的な方針」

等との関係 

(２) 地域特性の検討１ 計画敷地から

住居専用地域までの保有距離 

(３) 地域特性の検討２ 計画敷地から

住宅市街地を形成

する地区計画までの距離 

(４) 地域特性の検討３ 隣接地の状況

(おおむね街区レベル) 

(５) 計画建築物の景観上の配慮 

(６) 計画建築物の敷地の地盤面が東・西

又は北側の隣地の地盤面（隣地に建築

物がない場合においては当該隣地の平

均地表面）より高い場合の日影の配慮 

(７) 計画建築物の高さの配慮 

(８) 周辺工場との調和（準工業地域・工

業地域の場合） 

（周辺環境への貢献度の評価） 

第５条 まちづくりの観点から建築計画に

ついて、緑化施策への貢献度の評価、安全

な歩行者ネットワークの確保及び災害に

強いまちづくりへの評価を次の各号によ

までの真北方向の水平距離により規

定される建築物の各部分の高さの限

度をいう。 

   （新設） 

第２章 許可基準 

第１節 市街地の環境維持のための基準 

（周辺環境との調和度の評価） 

第４条 まちづくりの観点から建築計画に

ついて、当該地区に相応しい計画かの評価

を次の各号により行い、合計点数が配点７

０点のうち６０点以上とすること。ただ

し、５０点以上６０点未満については、総

合判断により加点可能とする。 

(１) 「都市計画に関する基本的な方針」

等との関係 

(２) 地域特性の検討１ 計画敷地から

住居専用地域までの保有距離 

(３) 地域特性の検討２ 計画敷地から別

記２に記載された 住宅市街地を形成

する地区計画までの距離 

(４) 地域特性の検討３ 隣接地の状況

(おおむね街区レベル) 

(５) 計画建築物の景観上の配慮 

(６) 計画建築物の敷地の地盤面が東・西

又は北側の隣地の地盤面（隣地に建築物

がない場合においては当該隣地の平均

地表面）より高い場合の日影の配慮 

(７) 計画建築物の高さの配慮 

(８) 周辺工場との調和（準工業地域・工

業地域の場合） 

（周辺環境への貢献度の評価） 

第５条 まちづくりの観点から建築計画に

ついて、緑化施策への貢献度の評価、安全

な歩行者ネットワークの確保及び災害に

強いまちづくりへの評価を次の各号によ
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り行い、合計点数が配点３０点のうち２０

点以上とすること。ただし、１４点以上２

０点未満については、総合判断により加点

可能とする。 

(１) 周辺の緑（公園等）との連携 

(２) 敷地内の緑化 

(３) 周辺基盤に対する貢献、歩道状公開空

地の提供 

(４) 良好な公開空地の提供 

（広域的まちづくりによる総合評価） 

第６条 まちづくりの観点から建築計画に

ついて、地域特性に応じた貢献度の評価を

次の各号により行うこと。 

(１) 歩行者ネットワークに対する貢献（シ

ョートカット等） 

(２) 既存緑地の保全 

(３) 街区公園と同規模の広場の提供 

(４) 全地下駐車場等の近隣居住者等への配

慮 

(５) 幹線道路（道路幅員２０ｍ以上）から

の緩衝地帯 

(６) その他の地域への貢献 

（市街地の環境維持のための基準に基づく

総合評価） 

第７条 前三条の点数の合計は、８０点以上

とすること。 

第２節 公開空地等による基準 

（敷地と道路との関係） 

第８条 計画敷地は、幅員が６メートル（近

隣商業地域・工業地域にあっては８メート

ル）以上の道路に６メートル以上有効に接

すること。 

（敷地内の空地） 

第９条 計画敷地内の絶対空地率は、次の表

に掲げる基準建蔽率       

の区分に応じて、それぞれ同

り行い、合計点数が配点３０点のうち２０

点以上とすること。ただし、１４点以上２

０点未満については、総合判断により加点

可能とする。 

(１) 周辺の緑（公園等）との連携 

(２) 敷地内の緑化 

(３) 周辺基盤に対する貢献、歩道状公開空

地の提供 

(４) 良好な公開空地の提供 

（広域的まちづくりによる総合評価） 

第６条 まちづくりの観点から建築計画に

ついて、地域特性に応じた貢献度の評価を

次の各号により行うこと。 

(１) 歩行者ネットワークに対する貢献（シ

ョートカット等） 

(２) 既存緑地の保全 

(３) 街区公園と同規模の広場の提供 

(４) 全地下駐車場等の近隣居住者等への配

慮 

(５) 幹線道路（道路幅員２０ｍ以上）から

の緩衝地帯 

(６) その他の地域への貢献 

（市街地の環境維持のための基準に基づく

総合評価） 

第７条 前三条の点数の合計は、８０点以上

とすること。 

第２節 公開空地等による基準 

（敷地と道路との関係） 

第８条 計画敷地は、幅員が６メートル（近

隣商業地域・工業地域にあっては８メート

ル）以上の道路に６メートル以上有効に接

すること。 

（敷地内の空地） 

第９条 計画敷地内の絶対空地率は、次の表

に掲げる法第５３条の規定による建ぺい

率の最高限度の区分に応じて、それぞれ同

一団地認

定の基準
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表に掲げる数値以上であること。 

基準建蔽率         

（Ｃ） 

絶対空地率 

Ｃ ≦ ５ ／１０ 
（１－Ｃ）＋

１／１０ 

５／１０＜ Ｃ ≦ 

５．５／１０ 
６／１０ 

５．５／１０＜ Ｃ 

（１－Ｃ）＋

１．５／１０ 

（敷地面積の規模） 

第１０条 敷地面積の規模は、次の表に掲げ

る計画敷地が位置する用途地域の区分に

応じて、それぞれ同表に掲げる数値以上で

あること。

用   途

地   域
敷地面積の規模 

第一種低層住

居専用地域又
３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

第一種中高層

住居専用地域

、第二種中高

層住居専用地

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

近隣商業地域

のうち容積率
１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

（計画建築物の配置） 

第１１条 計画建築物（ピット式昇降立体駐

車装置等の工作物も含む。）から敷地境界

線までの距離は１０メートル以上である

こと。ただし、次の各号のいずれかに該当

する建築物及び建築物の部分については、

この限りでない。 

(１) ごみ置場、駐輪場、備蓄倉庫部分、自

立型エネルギー供給施設等で、軒の高さが

２．３メートル以下で、かつ、床面積の合

表に掲げる数値以上であること。 

法第５３条の規定に

よる建ぺい率の最高

限度（Ｃ） 

絶対空地率 

Ｃ ≦ ５ ／１０ 
（１－Ｃ）＋

１／１０ 

５／１０＜ Ｃ ≦ 

５．５／１０ 
６／１０ 

５．５／１０＜ Ｃ 

（１－Ｃ）＋

１．５／１０ 

（敷地面積の規模） 

第１０条 敷地面積の規模は、次の表に掲げ

る計画敷地が位置する用途地域の区分に

応じて、それぞれ同表に掲げる数値以上で

あること。

用   途

地   域
敷地面積の規模 

第一種低層住

居専用地域又
３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

第一種中高層

住居専用地域、

第二種中高層

住居専用地域、

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

近隣商業地域

のうち容積率
１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル

（計画建築物の配置） 

第１１条 計画建築物（ピット式昇降立体駐

車装置等の工作物も含む。）から敷地境界

線までの距離は１０メートル以上である

こと。ただし、次の各号のいずれかに該当

する建築物及び建築物の部分については、

この限りでない。 

(１) ごみ置場・駐輪場         

           等で、軒の高さが

２．３メートル以下で、かつ、床面積の合

と文言を

統一 

公開空地

内建築物

について
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計が２０平方メートル以内（1ケ所当り５

平方メートル以内）であるもの 

(２) ポーチその他これに類する建築物の部

分で、高さが５メートル以下であるもの 

(３) 計画敷地内の専用庭等に設けられる２

メートル以下の門又は塀（高さが１.２メ

ートルを超えるものにあっては、当該１.

２メートルを超える部分が網状その他こ

れに類するものに限る） 

(４) 隣地境界線に沿って設けられる門又は

塀 

(５) 地盤面下に設ける建築物の部分 

(６) 駐輪場、ピット式昇降立体駐車装置等

の工作物等で、敷地の周囲の土地の利用状

況から、市街地環境の整備改善に特に寄与

すると認められるもの 

（計画建築物の各部分の高さ） 

第１２条 計画建築物の各部分の高さは、次

の各号に掲げるもの以下であること。 

(１) 道路境界線からの高さの制限 道路

境界線からの距離に応じ計画建築物の各

部分の高さは、次に掲げる数値以下である

こと。 

ア 前面道路の反対側の境界線からの水平距

離が２０メートル以内の計画建築物の各

部分の高さ 

Ｈ１＝１.２５×（ＷＤ＋ＬＤ＋０.５×Ａ

Ｄ） 

Ｈ１＝前面道路の中心の高さからの計画建

築物の各部分の高さ（メートル）。ただし、

建築物の敷地の地盤面が前面道路より１

メートル以上高い場合においては、その前

面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高

低差から１メートルを減じたものの２分

の１だけ高い位置にあるものとみなす。 

ＷＤ＝前面道路の幅員（メートル）。ただし、

前面道路の反対側に公園、広場、水面その

他これらに類するものがある場合におい

ては、当該前面道路の反対側の境界線は、

計が２０平方メートル以内（1ケ所当り５

平方メートル以内）であるもの 

(２) ポーチその他これに類する建築物の部

分で、高さが５メートル以下であるもの 

(３) 計画敷地内の専用庭等に設けられる２

メートル以下の門又は塀（高さが１.２メ

ートルを超えるものにあっては、当該１.

２メートルを超える部分が網状その他こ

れに類するものに限る） 

(４) 隣地境界線に沿って設けられる門又は

塀 

(５) 地盤面下に設ける建築物の部分 

(６) 駐輪場・ピット式昇降立体駐車装置等

の工作物等で、敷地の周囲の土地の利用状

況から、市街地環境の整備改善に特に寄与

すると認められるもの 

（計画建築物の各部分の高さ） 

第１２条 計画建築物の各部分の高さは、次

の各号に掲げるもの以下であること。 

 道路境界線からの高さの制限 道路

境界線からの距離に応じ計画建築物の各

部分の高さは、次に掲げる数値以下である

こと。 

(１) 前面道路の反対側の境界線からの水平

距離が２０メートル以内の計画建築物の

各部分の高さ 

Ｈ１＝１.２５×（ＷＤ＋ＬＤ＋０.５×Ａ

Ｄ） 

Ｈ１＝前面道路の中心の高さからの計画建

築物の各部分の高さ（メートル）。ただし、

建築物の敷地の地盤面が前面道路より１

メートル以上高い場合においては、その前

面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高

低差から１メートルを減じたものの２分

の１だけ高い位置にあるものとみなす。 

ＷＤ＝前面道路の幅員（メートル）。ただし、

前面道路の反対側に公園、広場、水面その

他これらに類するものがある場合におい

ては、当該前面道路の反対側の境界線は、

の説明を

追加 

所要の整

備 

誤記の訂

正 
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当該公園、広場、水面その他これらに類す

るものの反対側の境界線にあるものとみ

なす。 

ＬＤ＝計画建築物の各部分から前面道路の

境界線までの距離（メートル） 

ＡＤ＝計画建築物から前面道路の境界線ま

での水平距離のうち最小のもの（メート

ル）。ただし、第１１条ただし書各号に該

当する建築物及び建築物の部分について

は水平距離に算入しない。 

イ 前面道路の反対側の境界線からの水平距

離が２０メートルを超える計画建築物の

各部分の高さ 

Ｈ２＝１.２５×（ＷＤ＋ＬＤ＋ＡＤ） 

Ｈ２＝前面道路の中心の高さからの計画建

築物の各部分の高さ（メートル）。ただし、

建築物の敷地の地盤面が前面道路より１

メートル以上高い場合においては、その前

面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高

低差から１メートルを減じたものの２分

の１だけ高い位置にあるものとみなす。 

ＷＤ＝前面道路の幅員（メートル）。ただし、

前面道路の反対側に公園、広場、水面その

他これらに類するものがある場合におい

ては、当該前面道路の反対側の境界線は、

当該公園、広場、水面その他これらに類す

るものの反対側の境界線にあるものとみ

なす。 

ＬＤ＝計画建築物の各部分から前面道路の

境界線までの距離（メートル） 

ＡＤ＝計画建築物から前面道路の境界線ま

での水平距離のうち最小のもの（メート

ル）。ただし、第１１条ただし書各号に該

当する建築物及び建築物の部分について

は水平距離に算入しない。 

（２）隣地境界線からの高さの制限 計画建

築物の各部分の高さは、当該部分から隣地

境界線までの水平距離に応じて次に掲げ

る数値以下であること。 

Ｈ３＝ＨＫ＋１.２５×ＬＲ 

当該公園、広場、水面その他これらに類す

るものの反対側の境界線にあるものとみ

なす。 

ＬＤ＝計画建築物の各部分から前面道路の

境界線までの距離（メートル） 

ＡＤ＝計画建築物から前面道路の境界線ま

での水平距離のうち最小のもの（メート

ル）。ただし、第１１条ただし書各号に該

当する建築物及び建築物の部分について

は水平距離に算入しない。 

（２） 前面道路の反対側の境界線からの水

平距離が２０メートルを超える計画建築

物の各部分の高さ 

Ｈ２＝１.２５×（ＷＤ＋ＬＤ＋ＡＤ） 

Ｈ２＝前面道路の中心の高さからの計画建

築物の各部分の高さ（メートル）。ただし、

建築物の敷地の地盤面が前面道路より１

メートル以上高い場合においては、その前

面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高

低差から１メートルを減じたものの２分

の１だけ高い位置にあるものとみなす。 

ＷＤ＝前面道路の幅員（メートル）。ただし、

前面道路の反対側に公園、広場、水面その

他これらに類するものがある場合におい

ては、当該前面道路の反対側の境界線は、

当該公園、広場、水面その他これらに類す

るものの反対側の境界線にあるものとみ

なす。 

ＬＤ＝計画建築物の各部分から前面道路の

境界線までの距離（メートル） 

ＡＤ＝計画建築物から前面道路の境界線ま

での水平距離のうち最小のもの（メート

ル）。ただし、第１１条ただし書各号に該

当する建築物及び建築物の部分について

は水平距離に算入しない。 

２ 隣地境界線からの高さの制限 計画建

築物の各部分の高さは、当該部分から隣地

境界線までの水平距離に応じて次に掲げ

る数値以下であること。 

Ｈ３＝ＨＫ＋１.２５×ＬＲ 
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Ｈ３＝計画建築物の各部分の地盤面からの

高さ（メートル）。ただし、建築物の敷地

の地盤面が隣地の地盤面（隣地に建築物が

ない場合においては、当該隣地の平均地表

面をいう。）より１メートル以上低い場合

においては、その建築物の敷地の地盤面

は、当該高低差から１メートルを減じたも

のの２分の１だけ高い位置にあるものと

みなす。 

ＬＲ＝計画建築物の各部分から隣地境界線

までの距離（メートル）。ただし、建築物

の敷地が公園（都市公園法施行令（昭和３

１年政令第２９０号）第２条第１項第１号

に規定する都市公園を除く。）、広場、水面

その他これらに類するものに接する場合

においては、その公園、広場、水面その他

これらに類するものに接する隣地境界線

は、その公園、広場、水面その他これらに

類するものの幅の２分の１だけ外側にあ

るものとみなす。 

ＨＫ＝計画敷地の高度地区によって定めら

れた高さの最高限度（メートル） 

（計画建築物の高さの最高限度） 

第１３条 計画建築物の高さは、次の表に掲

げる高度地区の区分に応じて、それぞれ同

表に掲げる数値以下であること。 表略 

（計画建築物の景観への配慮等） 

第１４条 計画建築物の壁面の長さは、次の

表に掲げる高度地区の区分に応じて、それ

ぞれ同表に掲げる数値以下とする。ただ

し、都市景観審議会専門部会の意見を聴い

て市長が景観形成上支障がないと認める

場合には、この限りではない。 表略 

（公開空地） 

第１５条 公開空地の定義  

公開空地とは、次の各号のすべてに該当す

る空地又は空地の部分（空地又は空地の部分

Ｈ３＝計画建築物の各部分の地盤面からの

高さ（メートル）。ただし、建築物の敷地

の地盤面が隣地の地盤面（隣地に建築物が

ない場合においては、当該隣地の平均地表

面をいう。）より１メートル以上低い場合

においては、その建築物の敷地の地盤面

は、当該高低差から１メートルを減じたも

のの２分の１だけ高い位置にあるものと

みなす。 

ＬＲ＝計画建築物の各部分から隣地境界線

までの距離（メートル）。ただし、建築物

の敷地が公園（都市公園法施行令（昭和３

１年政令第２９０号）第２条第１項第１号

に規定する都市公園を除く。）、広場、水面

その他これらに類するものに接する場合

においては、その公園、広場、水面その他

これらに類するものに接する隣地境界線

は、その公園、広場、水面その他これらに

類するものの幅の２分の１だけ外側にあ

るものとみなす。 

ＨＫ＝計画敷地の高度地区によって定めら

れた高さの最高限度（メートル） 

（計画建築物の高さの最高限度） 

第１３条 計画建築物の高さは、次の表に掲

げる高度地区の区分に応じて、それぞれ同

表に掲げる数値以下であること。 表略 

（計画建築物の景観への配慮等） 

第１４条 計画建築物の壁面の長さは、次の

表に掲げる高度地区の区分に応じて、それ

ぞれ同表に掲げる数値以下とする。ただ

し、都市景観審議会専門部会の意見を聴い

て市長が景観形成上支障がないと認める

場合には、この限りではない。 表略 

（公開空地） 

第１５条 公開空地の定義  

公開空地とは、次の各号のすべてに該当す

る空地又は空地の部分（空地又は空地の部分
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の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及

び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等

の小規模な施設（備蓄倉庫部分又は再生可能

エネルギー若しくは水素その他の利用段階

でＣＯ２を排出しないエネルギー（以下「再

生可能エネルギー等」という。）を用いた自

立型エネルギー供給システム等で、地域防災

機能の向上に寄与するものを含む。以下「公

開空地内建築物等」という。）に係る土地を

含む。）で、その位置、意匠、形態等が良好

な市街地環境の形成に寄与すると認められ

るものをいう。なお、計画建築物の整備と一

体的に計画配置される公園、広場等の空地で

次の各号のすべてに該当するもののうち、事

業者の無償譲渡又は無償貸付に係るもので

あって、都市計画決定され、又は地方公共団

体により管理されるもの（以下「公共空地」

という。）については、これを公開空地とみ

なす。 

(１) 歩行者が日常自由に通行し、又は利

用できるもの（非常時以外において自

動車が出入りする敷地内の通路を除

く。）であること。ただし、建築計画の

内容や公開空地の周囲の状況及び利用

状況等を考慮して特定行政庁が認めた

ものにあっては、深夜等において閉鎖

することができる。 

(２) 最小幅が４メートル以上のものであ

ること。ただし、道路に沿って

設けられ、かつ、道路と一体

として利用可能な公開空地

（以下「歩道状公

開空地」という。）にあっては、最小

幅が２メートル以上のものであるこ

と。 

 (３) 一の公開空地（歩道状公開空地を

の環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及

び空地の利便の向上に寄与する公衆便所等

の小規模な施設

            に係る土地を含

む。）  

  をいう。なお、計画建築物の整備と一体

的に計画配置される公園、広場等の空地で次

の各号のすべてに該当するもののうち、事業

者の無償譲渡又は無償貸付に係るものであ

って、都市計画決定され、又は地方公共団体

により管理されるもの（以下「公共空地」と

いう。）については、これを公開空地とみな

す。 

(１) 歩行者が日常自由に通行し、又は利

用できるもの（非常時以外において自動

車が出入りする敷地内の通路を除く。）

であること。ただし、建築計画の内容や

公開空地の周囲の状況及び利用状況等

を考慮して特定行政庁が認めたものに

あっては、深夜等において閉鎖すること

ができる。 

(２) 最小幅が４メートル以上のものであ

ること。ただし、道路に沿って敷地全

長（最小限必要な車路のみにより分断

されているものは、敷地全長にわたっ

て設けられているものとみなす。）に

わたって設けられ、かつ、道路と一体

として利用可能な公開空地及び敷地

を貫通して道路、公園等を相互に有効

に連絡する公開空地（以下「歩道状公

開空地」という。）にあっては、最小

幅が２メートル以上のものであるこ

と。 

(３) 一の公開空地              

・公開空地

内建築物

を規定 

・運用上、

有効性の

高いもの

を公開空

地として

評価して

おり、その

旨を明記 

後の規定

（第2項第

4号）と重

複するた

め削除 

高度突破

では貫通

歩道上空

地を評価

しないた

め削除 

運用を明
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除く。）の面積は、当該公開空地が歩

道状公開空地である場合を除き、次

に掲げる区分に従い、アからウまで

に掲げる数値以上であること。 

ア 第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域  ３００平方

メートル 

イ 第一種中高層住居専用地域、第二

種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域、準住居地域、

準工業地域、工業地域  ２００平

方メートル 

ウ 近隣商業地域  １００平方メ

ートル 

(４) 全周の８分の１以上が道路に接し

ているものであること。ただし、動線

上無理のない通り抜け通路を設けたも

ので、歩行者の出入りに支障がない場

合は、この限りでない。  

(５) 道路との高低差が、６メートル以内

のものであること。ただし、駅舎のコ

ンコース、横断歩道橋等に連絡する場

合等歩行者の利便に供する場合は、こ

の限りでない。 

(６)  公開空地内建築物等は歩道状公開

空地の部分に設けてはならず、原則と

して、公開空地内建築物等に係る土地

は、公開空地の面積の合計の概ね１０

０分の２以下のものであること。 

２ 公開空地の有効面積の算定 

(１) 公開空地の有効面積（以下「有効公

開空地面積」という。）は、次に掲げ

る区分に従い、当該公開空地又は公

開空地の部分の面積にアからオまで

に掲げる係数を乗じて算定するもの

とする。 

ア 歩道状公開空地（幅が４メートル

を超えるものにあっては、幅が４メ

ートル以内の部分に限る。ただし、

既存歩道との幅の合計が４メート

   の面積は、当該公開空地が歩

道状公開空地である場合を除き、次

に掲げる区分に従い、イからハまで

に掲げる数値以上であること。 

ア 第一種低層住居専用地域、第二種

低層住居専用地域  ３００平方

メートル 

イ 第一種中高層住居専用地域、第二

種中高層住居専用地域、第一種住居

地域、第二種住居地域、準住居地域、

準工業地域、工業地域  ２００平

方メートル 

ウ 近隣商業地域  １００平方メ

ートル 

(４) 全周の８分の１以上が道路に接して

いるものであること。ただし、動線上無

理のない通り抜け通路を設けたもので、

歩行者の出入りに支障がない場合は、こ

の限りでない。 

(５) 道路との高低差が、６メートル以内

のものであること。ただし、駅舎のコン

コース、横断歩道橋等に連絡する場合等

歩行者の利便に供する場合は、この限り

でない。 

２ 公開空地の有効面積の算定 

(１) 公開空地の有効面積（以下「有効公

開空地面積」という。）は、次に掲げ

る区分に従い、当該公開空地又は公 

開空地の部分の面積にイからホまで

に掲げる係数を乗じて算定するもの

とする。 

ア 歩道状公開空地（幅４メートル

以内）ただし、既存歩道との段差

がなく、道路と一体的に利用可能

な歩道状公開空地で既存歩道と

確化 

誤字訂正 

公開空地

の機能を

確保する

ための規

定を追記 

誤字の訂

正 

ア～カの

内容を総

合設計制

度の基準
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ルを超えるものにあっては、４メー

トルから既存歩道の幅を引いた部

分に限る。） １．５ 

イ 前号に掲げる歩道状公開空地以

外の歩道状公開空地の部分（アに掲

げる部分の幅との合計が４メート

ル以内の部分に限る。）１．２  

ウ 面積が５００平方メートル以上

で幅員６メートル以上の道路に接

する公開空地又は公開空地の部分

（ア及びイに該当するものを除

く。）１．２ 

エ 面積が３００平方メートル以上

５００平方メートル未満で幅員６

メートル以上の道路に接する公開

空地又は公開空地の部分（ア、イ及

びウに該当するものを除く。）

１．１ 

オ アからエ   以外の公開空地

又は公開空地の部分  １．０ 

(２) 次に掲げるもの（公開空地内建築物

等に係る土地を除く。）の有効公開空

地面積は、当該公開空地又は公開空地

の部分の面積に前号一に規定する係

数を乗じて得たものに、次に掲げる区

分に従い、アからウに掲げる係数を乗

じて算定するものとする。 

ア 公開空地の道路からの見通しが、

隣地又は計画建築物によって妨げら

れるもの（道路の自動車交通量が著

しく多い場合等公開空地が道路に接

しないことが当該公開空地の環境上

好ましい場合で、動線上無理のない

通り抜け歩路を設けたものを除く。）

０．５ 

イ 公開空地の地盤の高さが、当該公

開空地に接している道路の路面の高

さと比べて１．５メートル以上高い

の合計幅が４メートルを超える

ものにあっては、幅４メートルか

ら既存歩道幅を引いた部分に限

る。  1．５

    イ 既存歩道との段差がなく、道路

と一体的に利用可能な公開空地又

は公開空地の部分の幅４メートル

以内の部分（アに該当するものを

除く） １．２        

ウ 面積が５００平方メートル以上

で幅員６メートル以上の道路に接

する公開空地又は公開空地の部分

（ア及びイに該当するものを除

く。）１．２ 

エ 面積が３００平方メートル以上

５００平方メートル未満で幅員６

メートル以上の道路に接する公開

空地又は公開空地の部分（ア、イ及

びウに該当するものを除く。）  

１．１ 

オ ア、イ、ウ及びエ以外の公開空地

又は公開空地の部分  １．０ 

(２) 次に掲げるもの         

            の有効公開空

地面積は、当該公開空地又は公開空地

の部分の面積に前号一に規定する係

数を 乗じて得たものに、次に掲げる

区分に従い、イ及びロに掲げる係数を

乗じて算定するものとする。 

ア 公開空地の地盤の高さが、当該公

開空地に接している道路の路面の高

さと比べて１．５メートル以上高い

と統一 

公開空地

内建築物

等に関す

る補足 

誤字の訂

正 

ア～エの

内容を総

合設計制

度の基準

と統一 
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もの又は３メートル以上低いもの

（地形上、道路から連続して高さが

変化するもの及び駅舎のコンコー

ス、横断歩道橋等に連絡するもの等

歩行者の利便に供するものを除く。）

０．６ 

ウ 公開空地の位置、意匠、形態等や

公開空地等に面する建築物又は建築

物の部分の意匠、形態等が当該公開

空地の効用を増大させ、市街地環境

の整備改善に特に寄与すると認めら

れるもの  １．２

(３) 隣接する敷地において一体的に計

画された公開空地については、全体

を一の公開空地とみなして、前二号

の規定を適用することができるもの

とする。この場合において、前二号

の規定中「当該公開空地又は公開空

地の部分の面積」とあるのは「当該

敷地内の当該公開空地又は公開空地

の部分の面積」とする。 

(４)  歩道状公開空地を設ける場合は、

原則として道路に面する敷地の全体

にわたって計画すること。ただし、

最小限必要な範囲で車路のみにより

分断されているものについては、こ

の限りでない。 

(５) 計画建築物（公開空地内建築物等を

除く。）からの水平距離が計画建築物

の高さの平方根の２分の１以下の範

囲は公開空地に算入しないものとす

る。 

ただし、その範囲を植栽等で人の立

入りができない様な形態としたもの

又は落下防止措置を講じた場合（圧

迫感を与える形態のものは除く。）

は、この限りでない。 

(６) 原則として                   計

もの又は３メートル以上低いもの

（地形上、道路から連続して高さが

変化するもの及び駅舎のコンコー

ス、横断歩道橋等に連絡するもの等

歩行者の利便に供するものを除く。）

０．６ 

イ 公開空地の位置、意匠、形態等や

公開空地等に面する建築物又は建築

物の部分の意匠、形態等が当該公開

空地の効用を増大させ、市街地環境

の整備改善に特に寄与すると認めら

れるものについては１.２を限度に

係数を設定することができるものと

する。 

(３) 隣接する敷地において一体的に計

画された公開空地については、全体を

一の公開空地とみなして、前二号の規

定を適用することができるものとす

る。この場合において、前二号の規定

中「当該公開空地又は公開空地の部分

の面積」とあるのは「当該敷地内の当

該公開空地又は公開空地の部分の面

積」とする。 

(４) 計画建築物           

   からの水平距離が計画建築物

の高さの平方根の２分の１以下の範

囲は公開空地に算入しないものとす

る。 

なお、当該部分についても、落下物

に対して安全に配慮した計画とする

こと。             

(５) 店舗等の商業施設の用途に供する計

総合設計

制度の基

準と内容

を統一 

公開空地

内建築物

等に関す

る補足 

許可の趣

旨を鑑み、

ただし書

を追加 

総合設計
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画建築物（公開空地内建築物等を除

く。）の部分から水平距離１メートル

以下の範囲は公開空地に算入しない

ものとする。 

(７) 第１１条ただし書第６号を適用す

る場合には、駐輪場・ピット式昇降

立体駐車装置等の工作物等の築造面

積を公開空地から除くものとする。 

３ 必要有効公開空地率  

有効公開空地率は、次の表の高度地区の区

分に応じた数値以上であること。また、建築

基準法第５２条第３項（住宅等の地階部分の

緩和）又は同条第６項（共用廊下等の緩和）

の規定に基づく不算入部分を含めた床面積

が同条第１項の規定の容積率を超える場合

は、同表の数値に５％を加算すること。 

高度地区

の種類 

必要有効公開空地

率（％） 
備考 

第１種高度

地区 

２５＋（Ｈ－１０

）×１.０ 

容積率の算

定に住宅等

の地階部分

の緩和又は

共用廊下等

の緩和を適

用する場合

は、左欄の数

値に５％を

加算 

第２種高度

地区 

２５＋（Ｈ－１５

）×０.６ 

第３種高度

地区 

２５＋（Ｈ－２０

）×０.４ 

近隣商業

地域で 

容積率が

２００％

２０＋（Ｈ－２０

）×０.４ 

第４種高度

地区 

２５＋（Ｈ－２０

）×０.４ 

Ｈ：計画建築物の高さ（メートル） 

（削除）                

４ 公開空地の管理等

(１)

建築主、所有者及び管理者（以下「建

築主等」という。）は、当該許可基準に

画建築物             

    の部分から水平距離１メートル

以下の範囲は公開空地に算入しない

ものとする。 

(６) 第１１条ただし書第６号を適用す 

る場合には、駐輪場・ピット式昇降立

体駐車装置等の工作物等の築造面積を

公開空地から除くものとする。 

３ 必要有効公開空地率  

有効公開空地率は、次の表の高度地区の区

分に応じた数値以上であること。また、建築

基準法第５２条第３項（地階住宅部分 の緩

和）又は同条第５項（共用廊下等の緩和）の

規定に基づく不算入部分を含めた床面積が

同条第１項の規定の容積率を超える場合は、

同表の数値に５％を加算すること。 

高度地区の

種類 

必要有効公開空地

率（％） 
備考 

第１種高度

地区 

２５＋（Ｈ－ＨＫ

）×１.０ 

容積率の算

定に地階住

宅部分 の

緩和又は共

用廊下等の

緩和を適用

する場合は、

左欄の数値

に５％を加

算 

第２種高度

地区 

２５＋（Ｈ－ＨＫ

）×０.６ 

第３種高度

地区 

２５＋（Ｈ－ＨＫ

）×０.４ 

近隣商業

地域で 

容積率が

２００％

２０＋（Ｈ－ＨＫ

）×０.４ 

第４種高度

地区 

２５＋（Ｈ－ＨＫ

）×０.４ 

Ｈ：計画建築物の高さ（メートル） 

ＨＫ：計画敷地の高度地区によって定められ

た高さの最高限度（メートル） 

４ 公開空地の管理  

(１) 維持管理に関する条件及び義務 

建築主、所有者及び管理者（以下「建

築主等」という。）は、当該許可基準に

制度の基

準と内容

を統一 

老人ホー

ムが緩和

対象に追

加された

ため 

条ずれ 

HKに具体

の数値を

あらかじ

め代入し、

数式を明

快にする 

所要の整

備 
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基づき一般に開放するために設置され

た公開空地が、高度地区ただし書第２

項第４号の規定に基づく許可基準に基

づき設置されたものであることを十分

認識した上で、次の表に掲げる公開空

地に関する許可条件及びこれらに関す

る義務を遵守し、当該公開空地の維持

管理を行わなければならない。なお、

建築主等及び当該建築物に関わる宅地

建物取引業者は、当該建築物を第三者

に売買、譲渡又は賃貸する場合には、

売買契約書（若しくは賃貸契約書）、重

要事項説明書、管理規約及びパンフレ

ット等に次表に掲げる内容を明記し、

買主及び入居者等に十分周知しなけれ

ばならない。 

公開空地の維持管理に関する条件及び義務（遵守

事項） 

①許可

建築物

である

旨の標

示義務 

当該建築物は、高度地区の許可を受け

ている建築物であり、許可条件として

公開空地を敷地内に確保している旨

を示した公開空地標示板を設置する

こと。 

②公開

空地の

機能保

持義務 

公開空地とは、市街地環境の確保及び

整備改善に資するよう敷地内に確保

された空地をいい、歩行者等が日常自

由に通行し、又は利用できるよう、広

く一般に開放されるよう維持管理す

ること。 

③変更

の禁止 

公開空地は、その目的を保つため、歩

道、植栽、広場等に利用し、その他の

用途に     変更（一次利用を含

む。以下同じ。）することは

できない。ただし、第４号又は

第５号に該当する場合はこの限りで

はない。 

④管理

費用負

担の義

務 

公開空地及び公開空地標示板は、建築

主等がその責任と負担において、常時

適正な状態に維持管理すること。 

基づき一般に開放するために設置され

た公開空地が、高度地区ただし書第２

項第４号の規定に基づく許可基準に基

づき設置されたものであることを十分

認識した上で、次の表に掲げる公開空

地に関する許可条件及びこれらに関す

る義務を遵守し、当該公開空地の維持

管理を行わなければならない。なお、

建築主等及び当該建築物に関わる宅地

建物取引業者は、当該建築物を第三者

に売買、譲渡又は賃貸する場合には、

売買契約書（若しくは賃貸契約書）、重

要事項説明書、管理規約及びパンフレ

ット等に次表に掲げる内容を明記し、

買主及び入居者等に十分周知しなけれ

ばならない。 

公開空地の維持管理に関する条件及び義務（遵守

事項） 

①許可

建築物

である

旨の表

示義務 

当該建築物は、高度地区の許可を受け

ている建築物であり、許可条件として

公開空地を敷地内に確保している旨

を示した公開空地表示板を設置する

こと。 

②公開

空地の

機能保

持義務 

公開空地とは、市街地環境の確保及び

整備改善に資するよう敷地内に確保

された空地をいい、歩行者等が日常自

由に通行し、又は利用できるよう、広

く一般に開放されるよう維持管理す

ること。 

③転用

及び変

更の禁

止 

公開空地は、その目的を保つため、歩

道、植栽、広場等に利用し、その他の

用途に使用又は変更        

        することは原則と

してできない。          

④管理

費用負

担の義

務 

公開空地及び公開空地標示板は、建築

主等がその責任と負担において、常時

適正な状態に維持管理すること。 

総合設計、

一団地認

定と文言

を統一 

公開空地

の変更の

要件を、運

用の実態

に則して

具体的に

記載 



- 16 - 

⑤公開

空地維

持管理

責任者

の選任

義務 

建築主等は、公開空地の維持管理につ

いて公開空地維持管理責任者を選任

し、誓約書とともに市長に届け出るこ

と。また、維持管理を業者委託する場

合は、管理委託契約書に公開空地の維

持管理に関する事項を明記すること。

⑥計画

図書の

保管義

務 

建築主等は、公開空地の計画内容を示

した許可通知書を保管すること。 

⑦管理

責任継

承の義

務 

上記①～⑥の事項は、当該建築物を第

三者に転売、譲渡又は転貸等する場合

に、建築主等の責任において当該第三

者に継承させること。 

⑧設計

者の責

務 

設計者は、建築物の完成後も、建築主

等と協力して公開空地の維持管理業

務に関わり、公開空地が設計の趣旨ど

おり機能するよう監理し、設計者責任

を果たすよう努めること。 

 (２)        

建築主等は、許可基準に基づき一般

に開放するために設置した公開空地に

ついて、当該公開空地を広く一般に開

放する旨及び深夜等の閉鎖が認められ

た公開空地についてはその公開時間を

明記した公開空地標示板を第２号様式

のとおりに作成し、当該公開空地内の

人目につきやすい適切な位置に設置し

なければならない。 

(３)                       

建築主等は、公開空地を適正に維持

管理するため、公開空地維持管理責任

者を選任し、公開空地維持管理責任者

の誓約とあわせ、許可申請時に第３号

様式により市長に届け出なければなら

ない。また、建築主等は、公開空地維

持管理責任者を変更する場合は、すみ

やかに同様式により市長に届け出なけ

ればならない。 

⑤公開

空地維

持管理

責任者

の選任

義務 

建築主等は、公開空地の維持管理につ

いて公開空地維持管理責任者を選任

し、誓約書とともに市長に届け出るこ

と。また、維持管理を業者委託する場

合は、管理委託契約書に公開空地の維

持管理に関する事項を明記すること。

⑥計画

図書の

保管義

務 

建築主等は、公開空地の計画内容を示

した許可通知書を保管すること。 

⑦管理

責任継

承の義

務 

上記①～⑥の事項は、当該建築物を第

三者に転売、譲渡又は転貸等する場合

に、建築主等の責任において当該第三

者に継承させること。 

⑧設計

者の責

務 

設計者は、建築物の完成後も、建築主

等と協力して公開空地の維持管理業

務に関わり、公開空地が設計の趣旨ど

おり機能するよう監理し、設計者責任

を果たすよう努めること。 

(２) 表示の方法 

建築主等は、許可基準に基づき一般

に開放するために設置した公開空地に

ついて、当該公開空地を広く一般に開

放する旨               

                   を

  明記した公開空地表示板を第２号様式

のとおりに作成し、当該公開空地内の 

人目につきやすい適切な位置に設置し

なければならない。 

(３) 維持管理に関する手続き 

建築主等は、公開空地を適正に維持

管理するため、公開空地維持管理責任

者を選任し、公開空地維持管理責任者

の誓約とあわせ、許可申請時に第３号

様式により市長に届け出なければなら

ない。また、建築主等は、公開空地維

持管理責任者を変更する場合は、すみ

やかに同様式により市長に届け出なけ

ればならない。 

総合設計、

一団地認

定と文言

を統一 

総合設計

と文言を

統一 
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(４) 次のアからウのいずれかに該当す

る場合においては、公開空地を変更す

ることができるものとする。この場合

において、建築主等はアに該当する場

合を除き、その旨を市長に報告しなけ

ればならない。 

ア 公開空地の賑わい又は地域の活性

化を向上させる活動に利用する場合

で、その活動を主体的に行う団体を登

録し、その活動を促進することによっ

て、市街地の住環境の整備改善に資す

ると認められるとき 

イ 短期間のイベント等で地域の活性

化に寄与するものその他これに類す

る行為のために公開空地を一時的に

利用する場合 

ウ 建築物又は公開空地等の維持管理

を目的とする工事その他これに類す

る行為のために公開空地を一時的に

利用する場合 

（５）建築物の利用状況の変化等により、

公開空地等の変更がやむを得ない場

合で、かつ、変更後の計画が本基準

に適合するときは、公開空地等を変

更することができるものとする。こ

の場合において、建築主等はその旨

を市長に報告しなければならない。 

 (６) 市長は、建築主、所有者、管理者

及び設計者に対して、第４号様式に

より公開空地の維持管理状況等につ

いて報告を求めることができる。 

（建築物による日影時間） 

第１６条 計画建築物は、平均地盤面におい

て法第５６条の２の規定に基づく日影規

制に適合すること。また、工業地域内の住

宅（長屋を含む。）、共同住宅、寄宿舎、下

宿又はこれらに附属する建築物の用途に

供する計画建築物（以下「住宅等の用途に

供する計画建築物」という。）は、平均地

(新設)        

 (４) 市長は、建築主、所有者、管理者及

び設計者に対して、第４号様式により

公開空地の維持管理状況等について

報告を求めることができる。 

（建築物による日影時間） 

第１６条 計画建築物は、平均地盤面におい

て法第５６条の２の規定に基づく日影規

制に適合すること。また、工業地域内の住

宅（長屋を含む。）、共同住宅、寄宿舎、下

宿又はこれらに附属する建築物の用途に

供する計画建築物（以下「住宅等の用途に

供する計画建築物」という。）は、平均地

公開空地

の変更の

要件を、運

用の実態

に則して

具体的に

記載 
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盤面において法第５６条の２の規定に準

じて日影規制を適用した場合に、準工業地

域で規制される日影時間を超えないもの

とすること。 

  なお、計画敷地が法第８６条又は第８６

条の２の規定に基づく認定を併用する場

合は、平均地盤面において「一団地及び連

担建築物設計制度の認定基準」第１１条第

１項の規定に適合すること。 表略 

（北側斜線制限） 

第１７条 計画建築物は、高度地区における

北側斜線（第４種高度地区については、第

３種高度地区に定める北側斜線）の規定を

満足すること。 

（天空視界の遮蔽量の算定） 

第１８条 建築物の高さの最高限度の規定

に係る許可を受けることができる建築物は、

参考資料２に示すとおり、敷地の各辺（単純

な形状の多角形の敷地にあっては敷地境界

線、多角形でない敷地又は複雑な形状の多角

形の敷地にあっては、当該敷地を単純な多角

形に近似した場合の各辺をいう。以下同じ。）

において、Si' がSi以下であるものとする。

この場合において，Si' とは、Oi（各辺に

ついてその中点から16メートルの距離だけ

外側にある点をいう）を通る鉛直線上の各点

を視点として建築物の各部分を各辺上の鉛

直面に水平方向に投影した図形の面積とし、

Siとは各辺において高度地区規制によって

許容される立面面積である。ただし、第１種

高度地区におけるSiの各辺の長さは、外壁後

退距離を減じて得た値とする。

（駐車場及び駐輪場の設置） 

第１９条 計画建築物の敷地内には、次の各

号に掲げる区分に従い、当該各号に定める

数値以上の台数を有する駐車施設を設け

ること。ただし、計画敷地の交通利便性又

盤面において法第５６条の２の規定に準

じて日影規制を適用した場合に、準工業地

域で規制される日影時間を超えないもの

とすること。 

  なお、計画敷地が法第８６条又は第８６

条の２の規定に基づく認定を併用する場

合は、平均地盤面において「一団地及び連

担建築物設計制度の認定基準」第１１条第

１項の規定に適合すること。 表略 

（北側斜線制限） 

第１７条 計画建築物は、高度地区における

北側斜線（第４種高度地区については、第

３種高度地区に定める北側斜線）の規定を

満足すること。 

（天空視界の遮蔽量   ） 

第１８条 天空視界の遮蔽量の算定にあた

っては、別記３に定めるところによること。

（駐車場及び駐輪場の設置） 

第１９条 駐車場及び駐輪場は、それぞれ次

の各号に掲げる数値以上設けること。ただ

し、計画敷地の交通利便性又は計画建築物

の特殊性から支障がないと認められる場

総合設計

の許可基

準になら

い、本文中

に天空遮

蔽の算定

方法を記

述する 

総合設計

と文言・内

容を統一 
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は計画建築物の特殊性から支障がないと

認められる場合は、この限りでない。 

（１） 分譲住宅 戸数×１００％及び宅配

車、来客等のために必要な台数 

（２） 賃貸住宅 戸数×６０％及び宅配

車、来客等のために必要な台数 

（３） 住宅以外の用途 利用者のために必

要な駐車施設の台数 

２ 計画建築物の敷地内には、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に定める数値以

上の台数を有する自転車駐車場を設ける

こと。ただし、計画敷地の交通利便性又は

計画建築物の特殊性から支障がないと認

められる場合は、この限りでない。 

（１）住宅 戸数×２００％ 

（２）住宅以外の用途 利用者のために必要

な自転車駐車場の台数 

（備蓄倉庫部分の設置） 

第２０条 共同住宅の用途に供する部分を

有する計画建築物においては、居住者の共

有となる食料、飲料水、生活必需品等の非

常持出品（以下「食料品等」という。）を

備蓄するため、次の各号に掲げる要件を満

たす備蓄倉庫部分を設置すること。 

（１）床面積は、一の住戸につき０．１

平方メートル以上の規模とし、天井

の高さは２．０メートル以上とする

こと。ただし、居住者の３日分以上

の食料品等を備蓄するために必要な

規模について、実況に応じて計算し

た場合は、この限りでない。 

（２）各居住階からの最長歩行距離が、

２層以内になるように設けること。 

（３）次に掲げる部分には設けないこと。

ア 各住戸の専用部分 

イ 共同住宅の用途に供する部分以

外の部分 

２ 前項の備蓄倉庫部分については、常時食

料品等の備蓄を行い、適当な場所に当該部

合は、この限りでない。 

(１) 駐車場の設置 

ア 住宅の場合 

 (ア)戸数 ×１００％ 

(イ)宅配車、来客等のために必要な台数 

イ 住宅以外の場合  利用者のために必要

な台数 

(２) 駐輪場の設置 

ア 住宅の場合     戸数 ×２００％ 

イ 住宅以外の場合  利用者のために必要

な台数 

（新設） 災害に強

いまちづ

くりを推

進するた

め 
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分を適法な状態に維持管理しなければな

らない旨及び他の用途に変更できない旨

を標示すること。 

（防災対応トイレの設置） 

第２１条 共同住宅の用途に供する部分を

有する計画建築物においては、次の各号に

掲げる要件を満たす防災対応トイレを設

けること。 

（１）給排水及び照明等の設備機器につ

いては、停電時に使用可能なものと

すること。 

（２）原則として避難階の共用部分に設

置すること。ただし、周囲の状況に

より支障がないと認められる場合

は、この限りでない。 

２ 前項の防災対応トイレについては、適当

な場所に当該部分を適法な状態に維持管

理しなければならない旨及び他の用途に

変更できない旨を標示すること。

（自己日照時間） 

第２２条 居住の用に供する部分を有する

計画建築物については、各住戸の一以上の

居室の主たる開口部で、冬至日の真太陽時

による午前８時から午後４時までの間に

おいて、次の表に掲げる数値以上の日照時

間を確保すること。 表略 

（建築物に係る環境への負荷の低減） 

第２３条 川崎市公害防止等生活環境の保

全に関する条例（平成１１年川崎市条例第５

０号）第１２７条の４第１項の適用を受ける

建築物は、川崎市建築物環境配慮制度（以下

「ＣＡＳＢＥＥ川崎」という。）での環境効

率（ＢＥＥランク＆チャート）の評価結果が

Ａ ランク以上としなければならない。ただ

し、自動車車庫等の附属建築物で居室を有し

ないものについては、この限りでない。 

２ 計画建築物は、次の各号のいずれかに該

（新設） 

（自己日照時間） 

第２０条 居住の用に供する部分を有する

計画建築物については、各住戸の一以上の

居室の主たる開口部で、冬至日の真太陽時

による午前８時から午後４時までの間に

おいて、次の表に掲げる数値以上の日照時

間を確保すること。 表略 

（建築物に係る環境への負荷の低減） 

第２１条 川崎市公害防止等生活環境の保

全に関する条例             

  第１２７条の４第１項の適用を受ける

建築物は、               

「ＣＡＳＢＥＥ川崎」     での   

               評価値が 

Ｂ＋ランク以上としなければならない。

（新設） 

災害に強

いまちづ

くりを推

進するた

め 

・循環型の

まちづく

りを誘導

するため 
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当すること。 

(1)一次エネルギー消費量について、建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律（平成２７年法律第５３号）第３０条

第１項第１号の規定に基づく誘導基準（建

築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令（平成２８年経済産業省・国土交通省

令第１号。以下「省令」という。）第８条

に掲げる基準）に適合した建築物（住宅以

外の用途に供する部分にあっては省令第

９条に規定する式の「０．８」とあるのは、

「０．９」と、住宅の用途に供する部分に

あっては省令第１０条に規定する式の

「０．９」とあるのは、「０．９５」と読

み替えるものとする。） 

(2)ＣＡＳＢＥＥ川崎での中項目の評価

のうち、「Ｑ３ 室外環境（敷地内）」及び

「ＬＲ３ 敷地外環境」のスコア並びに

「重点項目への貢献点の平均点」が３．０

以上となる建築物 

(3) 環境負荷の低減に寄与すると判断で

きる再生可能エネルギー又は水素その他

の利用段階でＣＯ２を排出しないエネル

ギー（以下「再生可能エネルギー等」とい

う。）を用いた自立型エネルギー供給シス

テムを整備した建築物

（計画建築物の敷地が地域又は地区の内外

にわたる場合の措置） 

第２４条 次の各号については、該当する数

値のうち最大のものを、敷地の全部につい

て適用すること。 

(１) 第８条   （削除）    第１

項における道路の幅員 

(２) 第１０条   （削除）  第１項

表中における敷地面積の規模 

(３) 第１５条 （削除） 第１項第３号

における公開空地の面積 

(４) 第１５条 （削除） 第３項表中に

おける必要有効公開空地率 

（計画建築物の敷地が地域又は地区の内外

にわたる場合の措置） 

第２２条 次の各号については、該当する数

値のうち最大のものを、敷地の全部につい

て適用すること。 

(１) 第８条「敷地と道路との関係」第１

項における道路の幅員 

(２) 第１０条「敷地面積の規模」第１項

表中における敷地面積の規模 

(３) 第１５条「公開空地」第１項第３号

における公開空地の面積 

(４) 第１５条「公開空地」第３項表中に

おける必要有効公開空地率 

・実態とし

て、約９割

が評価値

B+以上で

あるため 

・高度かつ

総合的な

環境への

配慮を義

務化 

条文だけ

を表記し、

簡潔な内

容にする 
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２ 次の各号については、「計画敷地」を「計

画敷地の部分」に、「計画建築物」を「計

画建築物の部分」に、「対象区域」を「対

象区域の部分」にそれぞれ読み替えて適用

すること。 

(１) 第１２条    （削除）    

第１項第２号における計画敷地 

(２) 第１３条    （削除）    

第１項表中における計画建築物 

(３) 第１６条    （削除）    

第１項表中における対象区域 

(４) 第２０条  （削除）  第１項表

中における対象区域 

（一団地及び連担建築物設計制度の認定を

併用する場合の措置） 

第２５条 計画敷地が法第８６条又は第８

６条の２の規定に基づく認定を併用する

場合、第８条、第９条、第１１条、第１２

条、第１５条第３項、第１７条、第１８条、

第１９条、第２２条の適用については、当

該認定区域を計画建築物の敷地とみなし

て適用する。 

   附 則 

１ この基準は、平成１６年１月１日から施

行する。 

２ この基準の施行に伴い、従前の高度地区

許可取扱要綱（平成８年５月１０日）は、廃

止する。 

３ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

４ この許可基準の施行の日前において、環

境影響評価法第７条又は川崎市環境影響評

価に関する条例第１１条若しくは第１９条

の規定による公告を行った事業、川崎市中高

層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整

に関する条例（平成７年川崎市条例４８号）

第８条第第１項の規定により標識を設置し

２ 次の各号については、「計画敷地」を「計

画敷地の部分」に、「計画建築物」を「計

画建築物の部分」に、「対象区域」を「対

象区域の部分」にそれぞれ読み替えて適用

すること。 

(１) 第１２条「計画建築物の各部分の高

さ」第２項    における計画敷地 

(２) 第１３条「計画建築物の高さの最高

限度」第１項表中における計画建築物 

(３) 第１６条「建築物による日影時間」

第１項表中における対象区域 

(４) 第２０条「自己日照時間」第１項表

中における対象区域 

（新設） 

   附 則 

１ この基準は、平成１６年１月１日から施

行する。 

２ この基準の施行に伴い、従前の高度地区

許可取扱要綱（平成８年５月１０日）は、廃

止する。 

３ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

４ この許可基準の施行の日前において、環

境影響評価法第７条又は川崎市環境影響評

価に関する条例第１１条若しくは第１９条

の規定による公告を行った事業、川崎市中高

層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整

に関する条例（平成７年川崎市条例４８号）

第８条第第１項の規定により標識を設置し

条文だけ

を表記し、

簡潔な内

容にする 

一団地認

定併用時

の取扱い

を明文化

する 
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た事業、川崎市住宅・宅地事業調整要綱（平

成７年１１月２０日決裁。７川建対第２３２

号）第６条に規定する事前協議等において住

宅建設事業計画に関する事前協議書を提出

した事業並びに都市計画法に基づく開発行

為等の規制に関する細則（昭和４７年川崎市

規則第７６号）第２条第２項に規定する開発

行為事前審査申請書を提出した事業につい

ては、この許可基準の規定は適用せず、従前

の例による。 

   附則 

１ この基準は、平成１８年７月１日から施

行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

附則 

１ この基準は、平成１８年１０月１日から

施行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

附則 

１ この基準は、平成１９年１０月２６日か

ら施行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

附則 

１ この基準は、平成２１年３月３１日から

施行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

  附 則 

た事業、川崎市住宅・宅地事業調整要綱（平

成７年１１月２０日決裁。７川建対第２３２

号）第６条に規定する事前協議等において住

宅建設事業計画に関する事前協議書を提出

した事業並びに都市計画法に基づく開発行

為等の規制に関する細則（昭和４７年川崎市

規則第７６号）第２条第２項に規定する開発

行為事前審査申請書を提出した事業につい

ては、この許可基準の規定は適用せず、従前

の例による。 

   附則 

１ この基準は、平成１８年７月１日から施

行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

附則 

１ この基準は、平成１８年１０月１日から

施行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

附則 

１ この基準は、平成１９年１０月２６日か

ら施行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 

附則 

１ この基準は、平成２１年３月３１日から

施行する。 

２ この許可基準の施行の日前に許可した

建築物については、この許可基準の規定は適

用せず、従前の例による。 



- 24 - 

 （施行期日） 

１ この基準は平成２８年８月１日から施

行する。ただし、第３条、第１５条、第１８

条から第２１条及び第２５条の改正基準並

びに次項の規定は平成２９年１月１日より

施行する。 

 （廃止） 

２ 従前の総合設計制度許可基準は、廃止す

る。 

 （経過措置） 

３ この基準の施行の日以前において、許可

申請を提出している事業、環境影響評価法

（平成９年法律第８１号）第７条又は川崎市

環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎

市条例第４８号）第８条の２、第１１条若し

くは第１９条の規定による公告を行った事

業、川崎市中高層建築物等の建築及び開発行

為に係る紛争の調整等に関する条例（平成７

年川崎市条例第４８号）第９条第１項の規定

により標識を設置した事業、川崎市建築行為

及び開発行為に関する総合調整条例（平成１

５年川崎市条例第２９号）第１０条に規定す

る事前届出書を提出した事業並びに都市計

画法に基づく開発行為等の規制に関する細

則（昭和４７年川崎市規則第７６号）第２条

第２項に規定する開発行為事前審査申請書

を提出した事業については、この基準の規定

は適用せず、従前の例による。 


